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広島市長　　松　井　一　實

広島市告示第３９０号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年８月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３９１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年８月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３９２号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので，同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年８月１日

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ｓｅ
ｃｏｎｄｈｏ
ｕｓｅ

訪問介護セカ
ンドハウス千
田

広島市中区千
田町一丁目２
番１１号２階

訪問介護

株式会社田中
シーリング

ヘ ル パ ー ス
テーションい
ち

広島市東区戸
坂大上四丁目
２１番１８号

訪問介護

株式会社マグ
ネット

マグネット東
広島市東区中
山鏡が丘１１
番１６－１号

訪問介護

株式会社テム
ス

訪 問 看 護 ス
テーションテ
ムス

広島市中区舟
入町８番２３
－２０１号室

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社Ｙ
あさひ訪問看
護ステーショ
ン

広島市安佐南
区大塚西一丁
目５番１７号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社マグ
ネット

カイゴの窓口
東

広島市東区中
山鏡が丘１１
番１６－１号

居宅介護支援

告 示
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広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３９３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年８月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３９４号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３９５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
広医会

悠々タウン基
町小規模多機
能型居宅介護
事業所

広島市中区基
町１８番２－
１号

小規模多機能型
居宅介護及び介
護予防小規模多
機能型居宅介護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ｓｅ
ｃｏｎｄｈｏ
ｕｓｅ

訪問介護セカ
ンドハウス千
田

広島市中区千
田町一丁目２
番１１号２階

訪問介護サービ
ス

株式会社田中
シーリング

ヘ ル パ ー ス
テーションい
ち

広島市東区戸
坂大上四丁目
２１番１８号

訪問介護サービ
ス，生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社マグ
ネット

マグネット東
広島市東区中
山鏡が丘１１
番１６－１号

訪問介護サービ
ス

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第３９６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３９７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３９８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪 問 看 護 ス
テーションみ
なみ

広島市南区宇品
御幸二丁目４－
７

令和３年７月
１日

令和９年６月
３０日

松尾胃腸科内
科医院

広島市西区井口
明神二丁目７－
１５

令和元年６月
１日

令和７年５月
３１日

訪 問 看 護 ス
テ ー シ ョ ン
カーム

広島市西区井口
一丁目１－１向
陽ハイツ１０３
号室

令和３年７月
１日

令和９年６月
３０日

中須内科消化
器中須おにた
けこどもクリ
ニック

広島市安佐南区
中須一丁目７－
７　２Ｆ

令和３年８月
１日

令和９年７月
３１日

ミモザ歯科
広島市安佐南区
西原五丁目１３
－１４

令和３年７月
１９日

令和９年７月
１８日

らくらくえん
　ぶんのクリ
ニック

広 島 市 佐 伯 区
楽々園五丁目９
－５

令和３年７月
１日

令和９年６月
３０日
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法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの 

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３９９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第４００号　

令和３年８月１０日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は，令和３年８月１０日から同年８月２４日ま 

で，広島市経済観光局農林水産部農林整備課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４０１号　

令和３年８月１１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４０２号　

名称 所在地 指定年月日

デ イ サ ー ビ ス セ ン
ターあんしん

広島市東区戸坂大上三丁
目２番１４号

平成１５年５
月１日

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

土地 用悪水路 安芸区阿戸町４１０９番５

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

株式会社ルピ
ナス訪問看護
ステーション

広島市南区皆実
町四丁目２－２
２－３０６

令和３年６月
１日

令和９年５月
３１日

令和３年８月１１日　

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので，同

法第７条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　事業計画が公示された年月日

　　令和３年５月２４日（効力は令和３年４月１日から生じる。）

２　調査を実施する者の名称

　　広島市

３　調査地域

　　広島市佐伯区湯来町の大宇下，大字伏谷，大字和田及び原

の一部

４　調査期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示第４０３号　

令和３年８月１１日　

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するの

で，同法第７条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　事業計画が公示された年月日

　　令和３年５月２４日（効力は令和３年４月１日から生じる。）

２　数値情報化を実施する者の名称

　　広島市

３　調査地域

　　広島市佐伯区湯来町の大字下及び大字伏谷の一部

４　調査期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで



広島市告示第４０４号　

令和３年８月１１日　

　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条に

規定する，令和２年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設

型給付費について，別紙のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示第４０５号　

令和３年８月１２日　

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第

５条第１項の規定による特定施設の設置の許可の申請がありまし

たので，同法第５条第４項の規定により，その概要を告示します。

　なお，当該申請に係る環境に及ぼす影響についての事前評価に

関する事項を記載した書面は，令和３年８月１２日から同年９月

１日までの間，広島市環境局環境保全課において縦覧に供しま 
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す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　申請者等

　　申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

　　　申請者の住所　　東京都江東区豊洲３丁目２番２０号

　　　申請者の名称　　マルハニチロ株式会社

　　　代表者の氏名　　代表取締役社長　池見　賢

　　工場又は事業場の所在地及び名称

　　　事業場の所在地　広島市中区江波沖町６番１号

　　　事業場の名称　　マルハニチロ株式会社広島工場

２　申請内容

　　マルハニチロ株式会社広島工場の製造ラインの老朽化更新に

伴い，特定施設（１８の２　冷凍調理食品製造業の用に供する

施設）を１基設置し，同時に１基廃止することから，瀬戸内海

環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）に基づく特

定施設設置許可申請を行うものです。

　　今回，公共用水域に排出される排出水の水量及び排出水の汚

染状態に変更はありません。

　　特定施設の種類，能力及び使用の方法

　　　別紙１のとおり

　　汚水等の処理の方法

　　　別紙２のとおり

　　排出水の汚染状態及び量

　　　別紙３のとおり

別紙１～別紙３　略



広島市告示第４０６号　

令和３年８月１９日　

　令和３年８月１１日からの大雨に伴う災害に係る，建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第８５条第１項の規定に基づく非

常災害区域等として，広島市全域を指定したので，公告します。

　これにより，災害が発生した日から１月以内に同項に規定する

工事に着手するものについては，防火地域内を除き，建築基準法

令の規定は適用しません。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４０７号　

令和３年８月１９日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部を次のとおり解除させたの

で告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任の解除を受けた出納員

　　健康福祉局看護専門学校総務課　主幹（事）主任　西村　洋

２　委任を解除させた事務

　　学力検査料の収納

　　入学料の収納

　　授業料の収納

　　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（看護専

門学校の所掌事務に係るものに限る。）の収納

　　修学資金の貸付金の返還金及びこれに係る延滞利子の収納

３　解除年月日

　　令和３年６月２４日



広島市告示第４０８号　

令和３年８月１９日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，健康福祉局看護専門学校の事務の一部委任を次のと

おり解除したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任の解除を受けた物品出納員

　　健康福祉局看護専門学校　主幹（事）主任　西村　洋

２　解除した事務

　　健康福祉局看護専門学校における物品の出納保管に関する事

務

３　解除年月日

　　令和３年６月２４日



広島市告示第４０９号　

令和３年８月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和３年８月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区
東野三丁目及び長束西一丁
目の各一部

分流

佐伯区 五日市町大字上河内の一部

汚水を排除

東区 馬木七丁目の一部

西区 山田町の一部

安佐南区
相田七丁目，伴中央二丁目
及び伴北五丁目の各一部

安佐北区
小河原町，深川五丁目及び
三入南二丁目の各一部
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広島市告示第４１０号　

令和３年８月２０日　

　公共下水道の終末処理場による下水の処理を，次のとおり開始

するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項に

おいて準用する同条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和３年８月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第４１１号　

令和３年８月２０日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和３年８月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

東区 馬木七丁目の一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

西区 山田町の一部

安佐南区
東野三丁目，相田七丁目，
長束西一丁目，伴中央二丁
目及び伴北五丁目の各一部

安佐北区
小河原町，深川五丁目及び
三入南二丁目の各一部

佐伯区
五日市町大字上河内，利松
一丁目及び八幡二丁目の各
一部

安芸区
瀬野三丁目及び中野七丁目
の各一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

汚水を排除し，
及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐北区白木町大字井原の一部 井原農業集落排水処理施設



広島市告示第４１２号　

令和３年８月２３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの 

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４１３号　

令和３年８月２３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第４１４号　

令和３年８月２３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルゾ中須店

　　所在地　広島市安佐南区中須一丁目９番７号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社万惣

　　代表取締役　山本　誠

　　広島市佐伯区石内上一丁目８番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（変更前）名　称　　万惣中須店

　　　　　　　所在地　　広島市安佐南区中須一丁目９番７号

　　（変更後）名　称　　アルゾ中須店

　　　　　　　所在地　　広島市安佐南区中須一丁目９番７号

名称 所在地 指定年月日

訪問介護事業所しあ
わせの樹

広島市西区東観音町１８
番１５－２０１号

平成１９年７
月１日

安芸区
瀬野三丁目及び中野七丁目
の各一部

佐伯区
利松一丁目及び八幡二丁目
の各一部
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４　変更年月日

　　令和３年８月５日

５　届出年月日

　　令和３年８月１０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年８月２３日から同年１２月２３日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年１２月２３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４１５号　

令和３年８月２４日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４１６号　

令和３年８月２４日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４１７号　

令和３年８月２４日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４１８号　

令和３年８月２５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので，同条

第３項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　（仮称）ダイレックス可部店

　　所在地　広島市安佐北区可部一丁目１０７８番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ダイレックス株式会社

　　代表取締役　多田　高志

　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

　　ダイレックス株式会社

　　代表取締役　多田　高志

　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和４年４月２４日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１，２５２平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　駐車場の収容台数

　　　４２台

　　駐輪場の収容台数

　　　２０台

　　荷さばき施設の面積

　　　５２平方メートル

　　廃棄物等の保管施設の容量

　　　８．１０立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

　　ア　開店時刻：午前９時
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広島市告示第４２０号　

令和３年８月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４２１号　

令和３年８月２５日　

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として，次の者に対する寄附金を指定し

たので，同条第５項の規定により告示する。

　令和３年１月１日以降に支出された当該寄附金について，広島

市市税条例第３４条の６第１項第３号の規定を適用する。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４２２号　

令和３年８月２５日　

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

広島市経済観光局農林水産部農政課，安佐南区役所農林建設部農

林課，安佐北区役所農林建設部農林課，安芸区役所農林建設部農

林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において，下記のとおり一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

縦覧日及び縦覧時間

　広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除き毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで



広島市告示第４２３号　

令和３年８月２６日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので，告示しま

す。

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

学校法人広島城北学園 広島市東区戸坂城山町１番３号

　　イ　閉店時刻：午後１０時

　　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　午前８時３０分から午後１０時３０分まで

　　駐車場の自動車の出入口の数

　　　２か所

　　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時から午後１０時まで

８　届出年月日

　　令和３年８月２３日

９　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年８月２５日から同年１２月２７日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年１２月２７日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４１９号　

令和３年８月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

あさひ訪問看
護ステーショ
ン

広島市安佐南区
大塚西一丁目５
－１７

令和３年８月
１日

令和９年７月
３１日
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広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４２４号　

令和３年８月２７日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区の安佐町大字筒瀬字大高路の甲７３１番の一

部，７３２番１，７３２番２の一部，７３３番１，７３３番２

の一部，７３４番，７３５番１，７３５番２，７３５番３，７

３５番４，７３６番，７３７番，７３８番，７３９番，７４０

番の一部，７４１番の一部，７４６番の一部，７４７番の一部，

７４８番の一部，７４９番，７５０番の一部，７７９番の一部，

７８２番の一部及び７８３番の一部並びに安佐町大字筒瀬字岡

田の７８６番，７８７番，７８８番，７８９番，７９０番，７

９１番，７９２番１，７９２番２の一部，７９３番１，７９４

番１，７９４番２の一部，７９５番の一部，７９６番１，７９

６番２，７９７番１，７９８番１，７９９番３，８００番１，

８００番２の一部，８００番３，８０１番の一部，８０２番，

８０３番，８０４番，８０５番，８０６番，８０７番１，８０

７番２，８０７番３，８０８番，８０９番，８１０番，８１１

番，８１２番１，８１２番２，８１２番３，８１３番１，８１

３番２，８１４番１，８１４番２，８１５番１，８１５番２，

８１５番３，８１６番，８１７番１，８１７番２，８１７番３，

８１８番１の一部，８１８番２，８１８番３，８１９番の一部，

８２０番の一部，８２１番１の一部，８２２番１，８２２番２，

８２２番３，８２２番４，８２３番１，８２３番２の一部，８

２３番４の一部，８２４番４の一部，８２５番３の一部，８２

５番５の一部，８２６番１の一部，８２６番２の一部，８２７

番４の一部，８２８番４の一部及び８３１番６の一部並びに安

佐町大字筒瀬字越道の７３１番の一部，７３３番１，７３３番

２の一部，７３４番１，７３４番２の一部，７３５番１，７３

５番２の一部，７３５番４，７３５番５，７３６番の一部，７

３７番の一部，７３８番の一部，７３９番の一部，７４０番１

の一部，７４０番２の一部，７４１番，７４２番，７４３番１，

７４３番２，７４４番，７４５番，７４６番１，７４６番２，

７４６番３，７４６番４，７４７番，７４８番，７４９番，７

５０番，甲７５１番，乙７５１番，７５２番，７５３番の一部，

７５４番１，７５５番，７５６番，７５７番，７５８番，７５

９番，７６０番１，７６０番２，７６１番１，７６１番２，７

６１番３の一部，７６１番４の一部，７６２番１，７６２番２

の一部，７６３番１，７６３番２，７６３番３，７６４番，７

文書名
印影を印刷する

公印の名称

重度精神障害者通院医療費受給者証 市長印

６５番，７６６番，７６７番，７６８番１，７６８番２，７６

８番３，７６８番４，７６８番５，７６９番１及び７６９番２

並びに安佐町大字筒瀬字和佐田の７７０番２の一部，７７０番

３の一部，７７１番１，７７１番２，７７２番１の一部，７７

２番２の一部，７７３番１の一部，７７４番１，７７４番２，

７７４番３，７７４番４の一部，７７５番１，７７５番２の一

部，７７６番１，７７６番２の一部，７７７番の一部，７８０

番１，７８０番２，７８０番３の一部，７８０番５の一部及び

甲７８１番の一部並びに安佐町大字後山字猿押２７６８番の一

部

２　開発面積

　　４７，５６５．８３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市長　松井　一實

　　（市民局文化スポーツ部スポーツ振興課）

４　検査済証交付年月日

　　令和３年８月２７日



広島市告示第４２５号　

令和３年８月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により，次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４２６号　

令和３年８月３１日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４２７号　

令和３年８月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので，同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略
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広島市告示第４２８号　

令和３年８月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４２９号　

令和３年８月３１日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市東区馬木七丁目の５９２番１，５９２番２，５９８番

２，５９８番２５の一部，５９８番３０の一部，５９８番３１

の一部，５９８番３２の一部，５９８番３３，５９８番３５，

５９８番３９，５９８番４８の一部，２０６５番５８の一部，

２０６５番８２，２０６５番８６，２０６５番８７，２０６５

番８９，２３４３番１６，２３４４番１の一部，２３４４番２

の一部，２３４５番１の一部，２３４５番２の一部，２３４７

番１の一部，２３４８番の一部，２３５０番１，２３５０番３，

２３５０番４，２３５０番５，２３５０番６，２３５０番７の

一部，２３５２番６の一部，２３５３番２，２３５３番６，２

３５３番１４，２３５３番１９，２３５６番１４，２３５６番

１７，２３５６番３０，２３５６番３２，２３５６番３５，２

３５６番４０，２３５６番４２，２３５６番４３，２３５７番，

２３６０番，２３６１番，２３６２番の一部，２３６３番の一

部及び２３６８番１８

２　開発面積

　　８，９２６．６３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市中区東白島町１７番１８号

　　矢神興産株式会社

　　代表取締役　中森　律美

４　検査済証交付年月日

　　令和３年８月３１日



広島市告示（中区）第１５３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１５４号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１５５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１５６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，７月１４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１５７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１５８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。
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広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１５９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１６０号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１６１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，７月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１６２号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１６３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，７月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１６４号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１６５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１６６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１６７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１６８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１６９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１７０号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１７１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，８月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１７２号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１７３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１７４号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，８月１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１７５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和３年８月２日

３　道路の位置　　広島市東区上温品一丁目１５５８番１の一部

４　幅員　　　　　４．０１メートル

５　延長　　　　　２６．５１メートル



広島市告示（東区）第４６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保
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管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５０号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（南区）第９７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日　

　天神川駅南駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等に

ついては，令和３年８月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１００号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和３年８月５日

３　道路の位置　　広島市南区堀越三丁目の１６１８番１の一

部，１６１８番２の一部，１６１８番３の一

部及び１６５０番２並びに１６５０番２から

１６１８番３地先の里道及び１６３４番５か

ら１６２３地先の水路

４　幅員　　　　　４．１０～４．２０メートル

５　延長　　　　　３８．１４メートル



広島市告示（南区）第１０１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



―１６―　第１０９６号 令和３年９月３０日広 島 市 報



広島市告示（南区）第１０２号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　広島駅南口第二駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車

等については，令和３年８月５日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１０３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０４号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ２ 日　

　広島駅南口第三Ｂ駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転

車等については，令和３年８月１１日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１０５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この関係図書は，広島市南区役所建設部建築課において，一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１．認定番号及び認定年月日

　　第Ｒ０３認定通知広島市建３０００１号　令和３年８月１３

日

２．認定区域の場所

　　広島市南区霞一丁目２番１の一部



広島市告示（南区）第１０６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１０９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年８月２７日から同年９月１０日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１１０号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年８月２７日から同年９月１０日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
南３区
中広宇
品線

中区橋本町
１１番１地
先から
南区京橋町
１１番地先
まで

旧
24.0ｍ

～
24.0ｍ

84.0ｍ

新
30.0ｍ

～
30.0ｍ

84.0ｍ

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

南３区 中区橋本町１１番１地先か 令和３年８月２



第１０９６号　―１７―令和３年９月３０日 広 島 市 報



広島市告示（南区）第１１１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１１２号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ ０ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転

車等については，令和３年８月２５日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１１３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第７２号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７４号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第８１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

　その関係図面は，令和３年８月２日から同年８月１７日まで，

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

市　道 中広宇
品線

ら
南区京橋町１１番地先まで

７日



―１８―　第１０９６号 令和３年９月３０日広 島 市 報



広島市告示（安佐南区）第８２号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１１号

２　指定年月日　　令和３年８月５日

３　道路の位置　　広島市安佐南区東野二丁目６６８番５の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル～６．２２メートル

　　　　　　　　　延長　５８．１８メートル



広島市告示（安佐南区）第８３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ６ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年８月１０

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第８４号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１２号

２　指定年月日　　令和３年８月２４日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内二丁目の１６４５番５の

一部，１６４５番５の地先水路里道，１６０

５番２の一部，１６０６番２，１６０６番４，

１６０７番１の一部及び１６０７番３

４　幅員及び延長　幅員　４．００ｍ～５．００ｍ

　　　　　　　　　延長　７５．３０ｍ



広島市告示（安佐南区）第８５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年８月２５

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第８６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

　その関係図面は，令和３年８月３０日から同年９月１３日ま 

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第７３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第６号

２．指定年月日　　令和３年８月３日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部七丁目７９８番１３の一

部

４．幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　３９．３１メートル



広島市告示（安佐北区）第７４号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第７号

２．指定年月日　　令和３年８月３日

３．道路の位置　　広島市安佐北区深川七丁目１１３３番地１の

一部

４．幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　２４．８８メートル

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

旧
安佐南１区８
３０号里道

広島市安佐南区川内三丁目５９
６番１地先から６０４番１地先
まで

新
安佐南１区８
３０号里道

広島市安佐南区川内三丁目６５
６番３地先から６０４番１地先
まで

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐南４区５３４
号里道

安佐南区沼田町大字吉山字岡ン田
３０９０番地先



第１０９６号　―１９―令和３年９月３０日 広 島 市 報



広島市告示（安佐北区）第７５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第８号

２．指定年月日　　令和３年８月４日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部八丁目３９８番１３の一

部

４．幅員及び延長　幅員　６．２０メートル

　　　　　　　　　延長　２８．９６メートル



広島市告示（安佐北区）第７６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，７月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第７７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，７月２６日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第７８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，８月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第７９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　道路法第４４条の２の規定に基づき，下記のとおり違法放置等

物件を保管しました。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（安佐北区）第８０号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，８月２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第８１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，８月２５日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安芸区）第８６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し，保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第８７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた自転車等 

は，広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略
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広島市告示（安芸区）第８８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し，保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第８９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた自転車等 

は，広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第９０号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ １ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年８月３１日から同年９月１４日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第９１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ １ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年８月３１日から同年９月１４日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

一　般
県　道

瀬野呉
線

広島市安芸
区上瀬野二
丁目１３５
６番地１地
先から
広島市安芸
区上瀬野南
二丁目２９
４２番地１
３地先まで

旧

メートル
3.50
～

12.60

メートル

560.00

新

メートル
9.00
～

15.00

メートル

560.00



広島市告示（佐伯区）第９１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年７月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第９２号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９３号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９４号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

　その関係図書は，令和３年８月１０から同年８月２４日まで，

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　

種類 区分 路線名等 所在（起点及び終点）

五日市町大字上小深川字藤川１

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

一　般
県　道

瀬野呉
線

広島市安芸区上瀬野二丁目
１３５６番地１地先から
広島市安芸区上瀬野南二丁
目２９４２番地１３地先ま
で

令和３年８月３
１日
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広島市告示（佐伯区）第９５号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９６号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ２ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年８月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第９７号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年８月１９日から同年９月２日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

国　道
一般国
道２号

佐伯区海老
園一丁目３
０７番地２
地先から
佐伯区海老
園一丁目２
９３番地１
７地先まで

旧

メートル
11.9
～

12.9

メートル

159.6

新

メートル
13.2
～

16.0

メートル

159.6

広島市告示（佐伯区）第９８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年８月１９日から同年９月２日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第９９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

　その関係図書は，令和３年８月１９日から令和３年９月２日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１００号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ３ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年８月２３日から同年９月６日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１０１号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ３ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

国　道
一般国
道２号

佐伯区海老園一丁目３０７
番地２地先から
佐伯区海老園一丁目２９３
番地１７地先まで

令和３年８月１
９日

種類 路線名等 所在（起点及び終点）

水路
Ｋ３－Ｈ－５－１
－１５号水路

佐伯区五日市一丁目２３５番１０
地先から
佐伯区五日市一丁目２２８番２地
先まで

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

県　道

主要地
方道広
島湯来
線

佐伯区湯来
町大字麦谷
字不明山６
８５番地地
先から
佐伯区湯来
町大字麦谷
字門出１１
３９番地４
地先まで

旧

メートル
3.0
～

67.0

メートル

2,800

新

メートル
9.0
～

72.0

メートル

2,800

里　道 旧
佐伯１区Ｈ－
３２－２－１
号里道

７１番１地先から
五日市町大字上小深川字藤川２
３４番地先まで

里　道 新
佐伯１区Ｈ－
３２－２－１
号里道

五日市町大字上小深川字藤川１
７１番１地先から
五日市町大字上小深川字藤川１
０２１０番１地先まで
五日市町大字上小深川字藤川１
０２１０番６地先から
五日市町大字上小深川字藤川２
３４番地先まで
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律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年８月２３日から同年９月６日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１０２号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ３ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年８月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略

広島市中区告示第４号　

令和３年８月１０日　

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１ 

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市中区長　　行　　真　明　

記



広島市中区告示第５号　

令和３年８月１１日　

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１ 

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第

４項の規定により公示する。

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

県　道

主要地
方道広
島湯来
線

佐伯区湯来町大字麦谷字不
明山６８５番地地先から
佐伯区湯来町大字麦谷字門
出１１３９番地４地先まで

令和３年８月２
３日

区 告 示

氏名 住民票上の住所 職権処理の内容

北村　勝利
広島市中区弥生町２番８－３
０４号

消除

河野　愛花
広島市中区東白島町１２番９
－６０４号

消除

竹本　英信
広島市中区舟入南四丁目１４
番１５－８０２号

消除

光井　ひとみ
広島市中区舟入町１１番２５
－４０２号

消除

広島市中区長　　行　　真　明　

記

広島市選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ５ 日　

　　　広島市公職選挙事務取扱規程の一部改正について

　広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のよう

に定めます。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

　　　広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程

　広島市公職選挙事務取扱規程（昭和５５年広島市選挙管理委員

会告示第１７号）の一部を次のように改正する。

　第１１条第２項中「第１０号様式」を「別記第１０号様式」に

改める。

　第１８条の４第２項中「第１８号様式の６」を「別記第１８号

様式の６」に改める。

　第１９条中「第２０号様式」を「別記第２０号様式」に改める。

　第２１条第２項中「第２５号様式」を「別記第２５号様式」に

改める。

　第２４条中「第３０号様式」を「別記第３０号様式」に改める。

　第７３条第１項中「別記第７１号から第７４号までの様式」を

「別記第７１号様式から別記第７４号様式まで」に改める。

　第７８条第１項中「第８１号様式及び第８４号様式」を「別記

第８１号様式，別記第８３号様式及び別記第８４号様式」に改 

め，同条第２項中「第８６号様式」を「別記第８６号様式」に改 

める。

　第７９条第３項中「第８９号様式」を「別記第８９号様式」に

改め，同条第４項中「第９１号様式」を「別記第９１号様式」に

改める。

　第８１条中「別記第９３号から第９５号までの様式」を「別記

第９３号様式から別記第９５号様式まで」に改める。

　第８６条第１項中「第１００号様式の２」を「別記第１００号

様式の２」に改め，同条第２項中「第１０１号様式に」を「別記

第１０１号様式に」に，「第１０１号様式の２」を「別記第１０

１号様式の２」に改め，同条第３項中「第１０１号様式の３」を

「別記第１０１号様式の３」に改める。

　第８７条第２項中「第１０４号様式」を「別記第１０４号様式」

に改める。

　第１０３条第２項中「区画番号」を「前項の区画番号」に改め，

同条第３項中「第１項」の右に「及び前項」を，「掲示区画には」

氏名 住民票上の住所 職権処理の内容

カルペンティ
ロ茶山
ジ ェ リ ミ ー
ジェイムス

広島市中区西平塚町７番１０
－３０２号

消除

選管告示
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の右に「，予備区画を含む」を加え，「を前項」を「を第２項」

に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加

える。

３　掲示区画の不足に備え，適当な数の予備区画を設けることが

できる。この場合においては，前項の規定にかかわらず，当該

区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

　第１５７条第１項中「第１５４号様式」を「別記第１５４号様

式」に改め，同条第２項中「第１５６号様式」を「別記第１５６

号様式」に改める。

　第１６７条の見出し中「はる」を「表示する」に改め，同条第

１項中「はらなければ」を「表示しなければ」に改める。

　別記目次中「第１６６号様式　政談演説会告知用立札，看板類

にはる証紙」を「第１６６号様式　政談演説会告知用立札，看板

類に表示する証紙」に改める。

　別記第２号様式の見出し中「第６条」の右に「第１項，第２項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第３号様式の２の見出し中「第６条の２」の右に「第１項」

を加える。

　別記第５号様式及び別記第６号様式中「平成」を削る。

　別記第８号様式中「（ふりがな）」を「ふりがな」に改める。

　別記第９号様式中「平成」を削り，「○○○○から」を「あなた 

（異議申出関係人あての場合は異議申出人の氏名）から」に改め，

同様式中備考１及び備考２を削る。

　別記第１０号様式及び別記第１１号様式中「平成」を削る。

　別記第１１号様式の２中「平成」を削り，「上記」を「前記１」

に改める。

　別記第１２号様式中「平成」を削り，「別冊の」を「別紙の」に，

「

を

」　

「

に

（別冊）

備考１　抹消者一覧表を添付すること。

　　２　死亡，国籍喪失，市外に転出後４箇月を経過した

者及び在外選挙人名簿への登録の移転は，除くこと。

　　３　確定判決により抹消したときの告示も，この様式

によること。

抹　消
年月日

住　　所 氏　名 性別
生年
月日

抹消の
理　由

備考

備考１　抹消者一覧表を添付すること。

　　２　死亡，国籍喪失，市外に転出後４箇月を経過した

者及び在外選挙人名簿への登録の移転は，除くこと。

　　３　確定判決により抹消したときの告示も，この様式

によること。

別紙

抹　消
年月日

住　　所 氏　名 性別
生年
月日

抹消の
理　由

備考

」　

改める。

　別記第１３号様式中「平成」を削る。

　別記第１４号様式の見出し中「２項」を「第２項」に改め，同

様式その１中「（ふりがな）」を「ふりがな」に改める。

　別記第１５号様式から別記第１７号様式までの規定中「平成」

を削る。

　別記第１８号様式の２の見出し中「第１８条の２」の右に「第

１項，第２項」を加える。

　別記第１８号様式の４中「（ふりがな）」を「ふりがな」に改め 

る。

　別記第１８号様式の５中「平成」を削り，「○○○○から」を 

「あなた（異議申出関係人あての場合は異議申出人の氏名）から」

に改め，同様式中備考１及び備考２を削る。

　別記第１８号様式の６中「平成」を削り，「（別紙）」を「別紙」

に改める。

　別記第１８号様式の７中「平成何年」を「何年」に，

「

を

」　

「

に

」　

改める。

　別記第１８号様式の９から別記第１８号様式の１１まで及び別

記第１９号様式から別記第２１号様式までの規定中「平成」を削 

る。

　　　　　　　　　　　　「

　別記第２２号様式の２中　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

（別冊）

備考１　死亡，国籍喪失及び戸籍の附票に記載された住所

を定めた年月日後４箇月を経過した者は，除くこと。

　　２　確定判決により抹消したときの告示もこの様式に

よること。

抹消者
氏　名

生年月日 性別 抹消年月日
抹消
理由

　年　月　日 平成　年　月　日

　年　月　日 平成　年　月　日

備考１　死亡，国籍喪失及び戸籍の附票に記載された住所

を定めた年月日後４箇月を経過した者は，除くこと。

　　２　確定判決により抹消したときの告示もこの様式に

よること。

別紙

抹消者
氏　名

生年月日 性別 抹消年月日
抹消
理由

　年　月　日 　　　年　月　日

　年　月　日 　　　年　月　日

送致を受けた投票　　　票

送致を受けた投票　　　票
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に，「注意」を「備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

考」に改め，「注　期日前投票所の場合，及びの記載は不要

である。」を削る。

　別記第２４号様式から別記第２６号様式まで及び別記第２８号

様式から別記第３０号様式までの規定中「平成」を削る。

　別記第３２号様式その１中「その１（単独選挙の場合）」を

「
　　　　　　　　　に改め，同様式その１備考１中「見透し」を
　　　　　　　　」

「見通し」に改め，同様式その１備考３中「，目の不自由な選挙

人のいる投票区については，」を「及び」に改め，同様式その１

備考５中「，１」を「，前記１」に改め，同様式その２中「その

　　　　　　　　　　　　「
２（同時選挙の場合）」を　　　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第３５号様式中「平成」を削る。

　別記第３６号様式の見出し中「第３１条」の右に「第１項，第

２項」を加える。

　　　　　　　　　　「
　別記第３７号様式中　　　　を削る。
　　　　　　　　　　　　　」

　別記第３８号様式の見出し中「第３７条」の右に「第１項」を

加え，「注」を「備考」に改める。

　別記第３９号様式中「平成」を削る。

　別記第４２号様式の２中「平成」を削り，

「

を

」　

「

に

」　

改める。

　別記第４２号様式の３及び別記第４３号様式中「平成」を削る。

　別記第４３号様式の２中「平成」を削り，「注」を「備考」に

改める。

　別記第４４号様式の２及び別記第４４号様式の２の２中「平 

成」を削る。

　別記第４４号様式の２の３中「平成」を削り，

「

を

」　

「

に

」　

改める。

（期日前投票所の場合，記載不要）
送致を受けた投票　　　　　　　　票

（期日前投票所の場合，記載不要）
送致を受けた投票　　　　　　　　票

その１

単独選挙の場合

その２

同時選挙の場合

平へ
い

成せ
い

備考　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

注１　共通投票所の投票管理者に通知する場合は，この様

式中「何投票区」を「何共通投票所」とする。

　２　分割開票区の開票管理者に通知する場合は，この様

式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。

備考１　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

　　２　共通投票所の投票管理者に通知する場合は，この

様式中「何投票区」を「何共通投票所」とする。

　　３　分割開票区の開票管理者に通知する場合は，この

様式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。

備考　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

注　分割開票区の開票管理者に通知する場合は，この様式

中「何区開票区」を「分割開票区」とする。

備考１　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

　　２　分割開票区の開票管理者に通知する場合は，この

様式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。

　別記第４４号様式の２の４中「平成」を削る。

　別記第４４号様式の３及び別記第４４号様式の４中「注」を「備

考」に改める。

　別記第４４号様式の５中「平成」を削る。

　別記第４４号様式の６中「平成」を削り，「注」を「備考」に

改める。

　別記第４４号様式の６の２から別記第４４号様式の６の４まで

の規定中「平成」を削る。

　別記第４４号様式の６の５中「平成」を削り，

「

を

」　

「

に

」　

改める。

　別記第４４号様式の７中「平成」を削る。

　別記第４４号様式の８中「平成」を削り，「注」を「備考」に

改める。

　別記第４４号様式の９から別記第４４号様式の１１までの規定

中「平成」を削る。

　別記第４４号様式の１２中「平成」を削り，

「

を

」　

「

に

」　

改める。

　別記第４５号様式中「平成」を削り，「（注）」を「備考」に改める。

　別記第４５号様式の３中「平成」を削る。

　別記第４６号様式中「平成」を削り，「氏名（ふりがな）」を

「　　　　に改め，「明・大・昭・平」を削る。　　　」

備考　広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。

注　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者

に通知する場合は，この様式中「分割開票区」を該当す

る開票区とする。

備考１　広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。

　　２　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管

理者に通知する場合は，この様式中「分割開票区」

を該当する開票区とする。

備考１　広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。

　　２　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管

理者に通知する場合は，この様式中「分割開票区」

を該当する開票区とする。

氏
ふり

名
がな

備考　広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。

注　数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者

に通知する場合は，この様式中「分割開票区」を該当す

る開票区とする。
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別

記
第

４
９

号
様

式
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

そ
の

１

　
　

　
　

不
在

者
投

票
事

務
処

理
簿

（
選

挙
人

名
簿

登
録

者
用

）

　
　

　
　

　
　

　
　

投
票

区
　

（
名

簿
登

録
地

の
選

挙
管

理
委

員
会

か
ら

投
票

用
紙

等
を

交
付

）

番
号

選
挙

人
氏

名
請

求
事

由
請

求
方

法
交

付
方

法
投

票
備

考

性
別

法
第

４
９

条
第

１
項

（
法

第
４

８
条

の
２

第
１

項
）

法 第 ４ ９ 条 第 ２ 項

法 第 ４ ９ 条 第 ４ 項

特 例 法 第 ３ 条 第 １ 項

直
接

郵 便 等

直 接
郵 便 等

交
付

月
日

交 付 拒 絶

受
領

月
日

投
票

場
所

証
明

書
等

代 理 投 票
う ち 第 ３ 項

男
女

第 １ 号 該 当

第 ２ 号 該 当

第 ３ 号 該 当

第 ５ 号 該 当

第 ６ 号 該 当

本 人
代 理 人

区 役 所 等

他 市 区 町 村

船 舶
指 定 病 院 等

刑 事 施 設 等

少 年 院 等

特 定 国 外

自 宅
宿 泊 施 設 等

船 員
郵 便 等

自 粛 要 請 書 等

う ち 代 筆

１
．

．

２
．

．

３
．

．

４
．

．

５
．

．

６
．

．

７
．

．

８
．

．

９
．

．

０
．

．

集
計

（
　

）
（

　
）

計
計

計
計

計
計

備
考

１
　

表
中

「
法

」
と

は
公

職
選

挙
法

を
い

い
，「

特
例

法
」

と
は

特
定

患
者

等
の

郵
便

等
を

用
い

て
行

う
投

票
方

法
の

特
例

に
関

す
る

法
律

を
い

う
。

　
　

２
　

船
員

に
つ

い
て

は
，

令
第

５
０

条
第

１
項

，
第

２
項

又
は

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
請

求
に

限
る

。
な

お
，

他
市

区
町

村
の

船
員

に
交

付
し

た
も

の
を

除
く

。
　

　
３

　
「

請
求

方
法

」
の

「
直

接
」

の
「

本
人

」
に

は
，

使
者

に
よ

る
も

の
（

郵
便

等
投

票
用

紙
の

請
求

書
を

使
者

が
届

け
出

た
場

合
を

含
む

。）
も

計
上

す
る

。
　

　
４

　
「

投
票

場
所

」
の

う
ち

「
指

定
病

院
等

」
と

は
公

職
選

挙
法

施
行

令
第

５
０

条
第

１
項

の
病

院
，

老
人

ホ
ー

ム
，

原
子

爆
弾

被
爆

者
養

護
ホ

ー
ム

，
国

立
保

養
所

，
身

体
障

害
者

支
援

施
設

及
び

保
護

施
設

を
い

い
，「

刑
事

 
施

設
等

」
と

は
同

項
の

刑
事

施
設

，
労

役
場

，
監

置
場

及
び

留
置

施
設

を
い

い
，「

少
年

院
」

と
は

同
項

の
少

年
院

，
少

年
鑑

別
所

及
び

婦
人

補
導

院
を

い
う

。
　

　
５

　
不

在
者

投
票

施
設

（
指

定
病

院
等

，
刑

事
施

設
等

又
は

少
年

院
等

）
に

あ
る

べ
き

選
挙

人
か

ら
の

依
頼

に
よ

り
不

在
者

投
票

施
設

の
長

又
は

そ
の

代
理

人
が

直
接

に
不

在
者

投
票

用
紙

等
の

請
求

を
し

た
場

合
は

，「
請

求
方

 
法

」
の

「
直

接
」

の
「

代
理

人
」

に
計

上
す

る
。

　
　

６
　

船
員

か
ら

の
依

頼
に

よ
り

船
長

又
は

そ
の

職
務

代
理

者
が

直
接

に
不

在
者

投
票

用
紙

等
の

請
求

を
し

た
場

合
は

，「
請

求
方

法
」

の
「

直
接

」
の

「
代

理
人

」
に

計
上

す
る

。
　

　
７

　
特

定
国

外
派

遣
組

織
に

属
す

る
選

挙
人

か
ら

の
申

出
に

よ
り

当
該

特
定

国
外

派
遣

組
織

の
長

又
は

そ
の

職
務

代
理

者
が

直
接

に
不

在
者

投
票

用
紙

等
の

請
求

を
し

た
場

合
は

，「
請

求
方

法
」

の
「

直
接

」
の

「
代

理
人

」
に

計
上

す
る

。
　

　
８

　
郵

便
等

に
よ

り
請

求
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

，
請

求
者

が
本

人
で

あ
る

か
代

理
人

で
あ

る
か

を
問

わ
ず

，「
郵

便
等

」
に

計
上

す
る

。
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不
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）

　
　

　
　

　
　

　
　

投
票

区
　

（
名

簿
登

録
地

で
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な
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挙
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投
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用

紙
等
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号

選
挙

人
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名
請

求
事

由
請

求
方
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方

法
投

票
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別

法
第
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第

１
項

（
法

第
４

８
条

の
２

第
１

項
）

法 第 ４ ９ 条 第 ７ 項

法 第 ４ ９ 条 第 ８ 項

法 第 ４ ９ 条 第 ９ 項

直
接

郵 便 等

直 接
郵 便 等

交
付

月
日

交
付

市
区

町
村

名
投

票
月

日
受

領
月

日
投

票
場

所
証

明
書

代 理 投 票
う ち 令 第 ５ ９ 条 の ６ の ４

男
女

第 １ 号 該 当

第 ２ 号 該 当

第 ５ 号 該 当

第 ６ 号 該 当

本 人
代 理 人

指 定 港 の 市 町 村

船 舶
指 定 船 舶 等 （ 通 常 洋 上 ）

指 定 船 舶 等 （ 洋 上 特 別 ）

南 極
船 員

南 極

１
．

．
．

２
．

．
．

３
．

．
．

４
．

．
．

５
．

．
．

６
．

．
．

７
．

．
．

８
．

．
．

９
．

．
．

０
．

．
．

集
計

（
　

）

計
計

計
計

計
計

備
考

　
船

員
に

つ
い

て
は

，
令

第
５

０
条

第
１

項
，

第
２

項
又

は
第

４
項

の
規

定
に

よ
る

請
求

を
除

く
。

な
お

，
他

市
区

町
村

の
船

員
に

交
付

し
た

も
の

を
除

く
。
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その３

　　　　不在者投票事務処理簿（在外選挙人名簿登録者用）

　　　　　　　　投票区　

番号 在外選挙人氏名 請求事由 請求
方法

交付方法 投票 備考

性別 法第４９条第１項
（法第４８条の２
第１項）

特
例
法
第
３
条
第
１
項

直
接

郵
便
等

直
接

郵
便
等

交付月日 交
付
拒
絶

受領月日 投票場所 在
外
選
挙
人
証

自
粛
要
請
書
等

代
理
投
票

男 女 第
１
号
該
当

第
２
号
該
当

第
３
号
該
当

第
５
号
該
当

第
６
号
該
当

区
役
所
等

他
市
区
町
村

自
宅

宿
泊
施
設
等

１ ． ．

２ ． ．

３ ． ．

４ ． ．

５ ． ．

６ ． ．

７ ． ．

８ ． ．

９ ． ．

０ ． ．

集計
計 計 計 計 計

備考１　表中「法」とは公職選挙法をいい，「特例法」とは特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律をいう。
　　２　「請求方法」の「直接」には，使者によるもの（郵便等投票用紙の請求書を使者が届け出た場合を含む。）も計上する。
　　３　郵便等により請求したものについては，請求者から直接であっても「郵便等」に計上する。

　別記第４９号様式の２の見出し中「第１項」を削り，同様式を次のように改める。

　　　在外投票事務処理簿

　　　　　　　　投票区　

番号 在外選挙人氏名 請求
事由

請求
方法

交付方法 投票 備考

性別 法第４
９条の
２

直
接

郵
便
等

直
接

郵
便
等

交付月日 交
付
拒
絶

受領月日 投票
場所

在
外
選
挙
人
証

代
理
投
票

男 女 第
１
号
該
当

第
２
号
該
当

在
外
公
館
等

記
載
住
所
等

１ ． ．

２ ． ．

３ ． ．

４ ． ．

５ ． ．

６ ． ．

７ ． ．

８ ． ．

９ ． ．

０ ． ．

集計
計 計 計 計 計

備考１　「請求方法」の「直接」には，使者によるものも計上する。
　　２　郵便等により請求したものについては，請求者から直接であっても「郵便等」に計上する。
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　別記第５１号様式の見出し中「第５１条」の右に「第１項，第

３項，第５項」を加え，同様式中「注」を「備考」に改める。

　別記第５３号様式の見出し中「第５２条」の右に「第１項」を

加え，同様式中「注」を「備考」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記第５５号様式中「平成」及び　　　　を削り，「注」を「備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

考」に改める。

　別記第５６号様式の見出し中「第５４条」の右に「第１項，第

２項」を加え，「注」を「備考」に改める。

　別記第５７号様式その１中

「

を

」　

「

に

」　

改め，同様式その２中

「

を

」　

「

に

」　

改める。

　別記第５８号様式中「注」を「備考」に改める。

　別記第５９号様式の見出し中「第５７条」の右に「第１項」を

加え，同様式中

「

を

」　

「

Ｍ．

Ｔ．

Ｓ．

Ｈ．

備考　選任による場合は，備考欄にその旨を記載すること。

注１　この様式は，衆議院及び参議院の比例代表選出議員

選挙以外の選挙において使用する。

　２　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票

区の場合は，この様式中「広島市何区開票区」を該当

する開票区とする。

備考１　この様式は，衆議院及び参議院の比例代表選出議

員選挙以外の選挙において使用する。

　　２　選任による場合は，備考欄にその旨を記載するこ

と。

　　３　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開

票区の場合は，この様式中「広島市何区開票区」を

該当する開票区とする。

備考　選任による場合は，備考欄にその旨を記載すること。

注１　この様式は，衆議院又は参議院の比例代表選出議員

選挙において使用する。

　２　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票

区の場合は，この様式中「広島市何区開票区」を該当

する開票区とする。

備考１　この様式は，衆議院又は参議院の比例代表選出議

員選挙において使用する。

　　２　選任による場合は，備考欄にその旨を記載するこ

と。

　　３　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開

票区の場合は，この様式中「広島市何区開票区」を

該当する開票区とする。

備考　選挙会場の表示に用いるときは，「何区開票区開票

所」とあるのは「何選挙（何選挙何選挙区）選挙会場」

と記載すること。

備考１　選挙会場の表示に用いるときは，「何区開票区開

票所」とあるのは「何選挙（何選挙何選挙区）選挙

会場」と記載すること。

に

」　

改め，

「

を

」　

削る。

　別記第６１号様式の見出し中「第６０条」の右に「第２項」を

加える。

　別記第６２号様式その１中「候補者」の右に「の」を加え，「注」

を「備考」に，「登載者氏名」を「名簿登載者の氏名」に，「政党

等の名称」を「名簿届出政党等の名称（名簿登載者の氏名）」に 

改め，同様式その２及びその４中「登載者」を「名簿登載者」に 

改め，同様式その７中「（　）は」を「備考　（　）は」に改め，

同様式その８中「候補者」の右に「の」を加え，「登載者氏名」 

を「名簿登載者の氏名」に改め，同様式その９中「候補者氏名」 

を「候補者の氏名」に，「登載者氏名」を「名簿登載者の氏名」

に改める。

　別記第６３号様式その１中「候補者」の右に「の」を加え，

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に，「注」を「備考」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同様式その２中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　２　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開

票区の場合は，この様式中「広島市何区開票区」を

該当する開票区とする。この場合，前記１の適用を

除く。

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区

の場合は，この様式中「広島市何区開票区」を該当する

開票区とする。この場合，備考の適用を除く。

Ｃ　有効投票数（Ａ＋Ｂ）

Ｄ　無効投票数

Ｅ　投票総数（Ｃ＋Ｄ）

Ｆ　不突合 不受理

持ち帰り

その他

Ｇ　投票者総数（Ｅ＋Ｆ＝Ｈ）

Ｈ　全投票者数

Ｃ　いずれの候補者にも属しない投票

Ｄ　有効投票数（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ｅ　無効投票数

Ｆ　投票総数（Ｄ＋Ｅ）

Ｇ　不突合 不受理

持ち帰り

その他

Ｈ　投票者総数（Ｆ＋Ｇ＝Ｉ）

Ｉ　全投票者数

Ｃ　有効投票数（Ａ＋Ｂ）

Ｄ　無効投票数

Ｅ　投票総数（Ｃ＋Ｄ）

Ｆ　不突合 不受理

持ち帰り

その他

Ｇ　投票者総数（Ｅ＋Ｆ＝Ｈ）

Ｈ　全投票者数
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に，「注」を「備考」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同様式その３中「注」を「備考」に改める。

　別記第６４号様式第２表中

「　　　　　　　　「
　　　　　　　　を　　　　　　　　　に改め，同様式第３表中
　　　　　　　」　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　「
　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　に改める。
　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　」

　別記第６４号様式の３及び別記第６４号様式の４中「平成」を

削り，「注」を「備考」に改める。

　別記第６４号様式の５中「平成」を削り，

「

を

」　

「

に

」　

改める。

　別記第６４号様式の６中「平成」を削る。

　別記第６４号様式の７及び別記第６４号様式の８中「注」を「備

考」に改める。

　別記第６５号様式及び別記第６７号様式中「平成」を削る。

　別記第６８号様式の見出し中「第６８条」の右に「第１項」を

加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第６９号様式及び別記第７０号様式の３から別記第７０号

様式の６までの規定中「平成」を削る。

　別記第７１号様式の見出し中「第７３条」の右に「第１項」を

加え，同様式中「（ふりがな）」を「ふりがな」に，「注１　「候

補者氏名」欄」を「備考１　「ふりがな候補者氏名」欄」に改める。

　別記第７２号様式の見出し中「第７３条」の右に「第１項」を

加え，同様式中「注」を「備考」に改める。

　別記第７３号様式の見出し中「第７３条」の右に「第１項」を

加え，同様式中「注」を「備考」に改める。

　別記第７４号様式の見出し中「第７３条」の右に「第１項」を

加え，同様式中「注」を「備考」に改める。

　別記第７５号様式の見出し中「第７４条」の右に「第１項，第

３項，第４項，第５項」を加え，同様式その１から同様式その３

までの規定中「平成」を削り，同様式その４中「平成」を削り，

「

Ｃ　いずれの政党等にも属しない投票

Ｄ　有効投票数（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ｅ　無効投票数

Ｆ　投票総数（Ｄ＋Ｅ）

Ｇ　不突合 不受理

持ち帰り

その他

Ｈ　投票者総数（Ｆ＋Ｇ＝Ｉ）

Ｉ　全投票者数

候補者指名 候補者の氏名

名簿届出政党等 名簿届出政党等の名称

備考　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

注　分割開票区の開票管理者に通知する場合は，この様式

中「何区開票区」を「分割開票区」とする。

備考１　広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。

　　２　分割開票区の開票管理者に通知する場合は，この

様式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。

備考　別紙は，その１からその３までの該当する様式によ

ること。

注１　この様式は，衆議院及び参議院の比例代表選出議員

を

」　

「

に

」　

改め，同様式その５中「平成」を削り，

「

を

」　

「

に

」　

改め，同様式その６中「平成」を削り，

「

を

」　

「

に

選挙以外の選挙において使用する。

　２　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票

区の開票管理者に通知する場合は，この様式中「何区

開票区」を該当する開票区とする。

備考１　この様式は，衆議院及び参議院の比例代表選出議

員選挙以外の選挙において使用する。

　　２　別紙は，その１からその３までの該当する様式に

よること。

　　３　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開

票区の開票管理者に通知する場合は，この様式中 

「何区開票区」を該当する開票区とする。

備考　別紙は，県選挙管理委員会からの通知の写しによる

こと。

注１　この様式は，衆議院又は参議院の比例代表選出議員

選挙において使用する。

　２　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票

区の開票管理者に通知する場合は，この様式中「何区

開票区」を該当する開票区とする。

備考１　この様式は，衆議院又は参議院の比例代表選出議

員選挙において使用する。

　　２　別紙は，県選挙管理委員会からの通知の写しによ

ること。

　　３　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開

票区の開票管理者に通知する場合は，この様式中 

「何区開票区」を該当する開票区とする。

備考　選挙長からの通知を添付すること。

注１　衆議院比例代表選出議員選挙の場合は，この様式中

「第３項」を「第８項において準用する同条第３項」

とし，「選挙長」を「広島県選挙管理委員会」とする。

　２　参議院比例代表選出議員選挙の場合は，この様式中

「第３項」を「第９項において準用する同条第３項」

とし，「選挙長」を「広島県選挙管理委員会」とする。

　３　衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙（参

議院合同選挙区選挙を含む。）以外の選挙の場合は，

この様式中「第３項」を「第１１項において準用する

同条第３項」とする。

備考１　衆議院比例代表選出議員選挙の場合は，この様式

中「第３項」を「第８項において準用する同条第３

項」とする。

　　２　参議院比例代表選出議員選挙の場合は，この様式

中「第３項」を「第９項において準用する同条第３

項」とする。

　　３　参議院合同選挙区選挙の場合は，この様式中「第

３項」を「第１０項において準用する同条第３項」

とする。

　　４　衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及

び参議院合同選挙区選挙以外の選挙の場合は，この
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」　

改め，同様式その７中「平成」を削り，「注」を「備考」に，

「

を

」　

「

に

」　

改める。

　別記第７６号様式の２中「平成」を削り，「注」を「備考」に

改める。

　別記第７７号様式中「平成」を削る。

　別記第７８号様式中「平成」を削り，同様式第１表中

「

を

」　

「

に

」　

改める。

　別記第７９号様式備考中「第９表」を「第８表」に改め，「の

該当する選挙の表」を削り，同様式第４表を次のように改める。

第４表　無効投票に関する調（自書式投票）

区　

様式中「第３項」を「第１１項において準用する同

条第３項」とする。

　　５　選挙長（衆議院及び参議院の比例代表選出議員選

挙の場合は広島県選挙管理委員会，参議院合同選挙

区選挙の場合は合同選挙区都道府県の選挙管理委員

会）からの通知を添付すること。

３　衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙（参議

院合同選挙区選挙を含む。）以外の選挙の場合は，この

様式中「第５項」を「第１１項において準用する同条第

５項」とする。

３　参議院合同選挙区選挙の場合は，この様式中「第５ 

項」を「第１０項において準用する同条第５項」とする。

４　衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参

議院合同選挙区選挙以外の選挙の場合は，この様式中 

「第５項」を「第１１項において準用する同条第５項」

とする。

　　２　当選人が定数に達しない場合は，その旨を別に報

告すること。

注　財産区議会議員選挙においては，この様式中「広島市

選挙管理委員会」を「広島市何区選挙管理委員会」とす 

る。

２　当選人が定数に達しない場合は，その旨を別に報告す

ること。

３　財産区議会議員選挙においては，この様式中「広島市

選挙管理委員会」を「広島市何区選挙管理委員会」とす 

る。

所定の用
紙を用い
ないもの

候補者で
ない者又
は候補者
となるこ
とができ
ない者の
氏名を記
載したも
の

２人以上
の候補者
の氏名を
記載した
もの

被選挙権
のない候
補者の氏
名を記載
したもの

候補者の
氏名のほ
か，他事
を記載し
たもの

合計

候補者の
氏名を自
書しない
もの

候補者の
何人を記
載したか
を確認し
難いもの

白紙投票 単に雑事
を記載し
たもの

単に記号，
符号を記
載したも
の

　別記様式第７９号様式第４表の次に次の１表を加える。

第４表の２　無効投票に関する調（記号式投票）

区　

　別記第７９号様式第６表を次のように改める。

第６表　代理投票に関する調

区　

　別記第７９号様式第７表を次のように改める。

所定の用紙
を用いない
もの

所定の○の
記号の記載
方法によら
ないもの

候補者でな
い者又は候
補者となる
ことができ
ない者に対
して○の記
号を記載し
たもの

２人以上の
候補者に対
して○の記
号を記載し
たもの

被選挙権の
ない候補者
に対して○
の記号を記
載したもの

○の記号以
外の事項を
記載したも
の

○の記号を
自ら記載し
ないもの

候補者のい
ずれに対し
て○の記号
を記載した
かを確認し
難いもの

白紙投票 合計

備考　「不在者投票における代理投票」には，当該区において代
理投票した者の数のみ記載すること。

区分
心身の
故障

その他 計

投票日の投票所における代理投票

期日前投票所における代理投票

不在者投票に
おける代理投
票

選挙人の属する区の
選管委員長に対して
なしたもの

選挙人が所在・居住
する地の市区町村の
選挙管理委員会の委
員長に対してなした
もの

病 院 の 院 長， 老 人
ホームの長，原子爆
弾被爆者養護ホーム
の長，国立保養所の
所長，身体障害者支
援施設の長又は保護
施設の長に対してな
したもの

刑事施設の長又は留
置施設の留置業務管
理者に対してなした
もの

少年院の長，少年鑑
別所の長又は婦人補
導院の長に対してな
したもの

郵便等により投票を
行ったもの

その他

総数
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第７表　不在者投票の請求等に関する調

区　

　別記様式第７９号様式第７表の次に次の２表を加える。

第７表の２　不在者投票管理者別不在者投票に関する調

区　

第７表の３　不在者投票の受理，不受理に関する調

区　

選挙人の属する区の選管委員長に対してなし
たもの

選挙人が所在・居住する地の市区町村の選挙
管理委員会の委員長に対してなしたもの

船長に対してなしたもの

病院の院長，老人ホームの長，原子爆弾被爆
者養護ホームの長，国立保養所の所長，身体
障害者支援施設の長又は保護施設の長に対し
てなしたもの

刑事施設の長又は留置施設の留置業務管理者
に対してなしたもの

少年院の長，少年鑑別所の長又は婦人補導院
の長に対してなしたもの

特定国外派遣組織の長に対してなしたもの

南極地域調査組織の長に対してなしたもの

合計

備考　この表には，公職選挙法第４９条第２項（郵便等による不
在者投票）及び特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の
特例に関する法律第３条第１項の該当者は含まないこと。

内容

事由別区分

投票用紙等の請求 交付 投票

直接 郵
便
等

合
計

直
接

郵
便
等

計 交
付
を
拒
絶
し
た
も
の

合
計

投
票
し
た
も
の

投
票
し
な
か
っ
た
も
の

計 船
員
で
指
定
市
区
町
村
の
選
管

か
ら
不
在
者
投
票
用
紙
の
交
付

を
受
け
て
投
票
し
た
も
の
等

合
計

本
人

代
理
人

計

法第４９条第１項（法第４
８条の２第１項）該当者

第１号該当者

第２号該当者

第３号該当者

第４号該当者

第５号該当者

第６号該当者

法第４９条第２項該当者

法第４９条第４項該当者

特例法第３条第１項該当者

合計

備考１　表中「法」とは公職選挙法をいい，「特例法」とは特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法
の特例に関する法律をいう。

　　２　「投票用紙等の請求」の「直接」の「代理人」には，令第５０条第４項の規定による代理請 
求のあった場合の数を記載するものとする。

　　３　「交付」の「計」の数と「投票」の「計」の数は一致すること。

　別記第７９号様式第９表を削る。

　別記第８０号様式中「平成」を削り，「に受領年月日，住所及

び氏名を記入し，押印のうえ，」を「を」に改める。

　別記第８１号様式，別記第８３号様式，別記第８４号様式，別

記第８８号様式及び別記第９０号様式から別記第９９号様式まで

の規定中「平成」を削る。

　別記第１００号様式の見出し中「第８６条」の右に「第１項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第１０１号様式の見出し中「第８６条」の右に「第２項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第１０１号様式の３中「平成」を削り，

「

を

」　

備考　広島市選挙管理委員会の告示を添付すること。

注　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開票区

の開票管理者に通知する場合は，この様式中「何区開票

区」を該当する開票区とする。

投票管理者において受理と決定し，かつ，拒
否の決定をしなかったもの

投票管理者において不受理又は拒否と決定し
たもの

開票管理者において受理と決定したもの

開票管理者において不受理と決定したもの

合計
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「

に

」　

改める。

　別記第１０５号様式中「平成」を削り，「設置者」の右に「の」

を加える。

　別記第１０６号様式の見出し中「第８９条」の右に「第１項」

　　　　　　　　「
を加え，同様式中　　　を削る。
　　　　　　　　　　」

備考１　広島市選挙管理委員会の告示を添付すること。

　　２　分割開票区，数市町村合同開票区又は数区合同開

票区の開票管理者に通知する場合は，この様式中 

「何区開票区」を該当する開票区とする。

平
成

　別記第１０８号様式の見出し中「第９２条」の右に「第１項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第１１０号様式の見出し中「第９４条」の右に「第１項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第１１１号様式の見出し中「第９４条」の右に「第２項」

を加える。

　別記第１１３号様式の見出し中「第９５条」の右に「第１項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第１１６号様式及び別記第１１８号様式中「平成」を削 

り，「（別紙）」を「別紙」に改める。

　別記第１１９号様式の見出し中「第１０２条」の右に「第１項」を加え，同様式を次のように改める。

備考１　ポスターを掲示する区画（以下「掲示区画」と
いう。）は，縦横おおむね４４センチメートルと 
し，区画番号を記載すること。

　　２　掲示区画は，立候補予定者の数により増減す 
る。

　　３　掲示区画のほかに予備区画を設けることができ
る。

　　４　予備区画には，啓発その他の文書図画を掲示す
ることができる。

　　５　予備区画に注意事項を掲示する場合は，次のよ
うに記載すること。

　　　注意事項
　　　○　ポスターは，立候補の届出の順位と同じ番号

の表示してある区画にはってください。
　　　○　この掲示場は，何選挙候補者以外の方は使用

できません。
　　　○　掲示場をこわしたり，ポスターを破ったりす

ると罰せられます。

　別記第１２０号様式の見出し中「第１０４条」の右に「第２項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第１２１号様式の見出し中「第１０８条」の右に「第２項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第１２２号様式中「平成」を削る。

　別記第１２２号様式の２中「平成」を削り，「注意」を「備考」

に，「１４章の３」を「第１４章の３」に改める。

　別記第１２３号様式中「平成」を削る。

　別記第１２３号様式の２中「平成」を削り，「注意」を「備考」

に，「１４章の３」を「第１４章の３」に改める。

　別記第１２４号様式中「平成」を削る。

　別記第１３８号様式の見出し中「第１３８条」の右に「第１項」

を加える。

　別記第１４１号様式の見出し中「第１４１条」の右に「第１項」

を加える。

　別記第１４８号様式の見出し中「第１５２条」の右に「第１項」

　　　　　　　　「
を加え，同様式中　　　を削る。
　　　　　　　　　　」

　別記第１４９号様式の見出し中「第１５３条」の右に「第１項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第１５８号様式及び別記第１５９号様式中「平成」を削る。

平
成

　別記第１６１号様式中「平成」を削り，「政治団体名」を「政

治団体の名称」に改める。

　別記第１６３号様式の見出し中「第１６６条」の右に「第１項」

を加え，同様式中　　　を削り，　　　を　　　に改める。

　別記第１６４号様式の見出し中「第１６７条」の右に「第１項」

を加え，同様式中「平成」を削る。

　別記第１６５号様式の見出し中「第１６８条」の右に「第１項，

第２項，第５項」を加える。

　別記第１６６号様式の見出し中「はる」を「表示する」に改め，

「第１６９条」の右に「第１項」を加え，同様式中「平成」を削

り，「政治団体名」を「政治団体の名称」に改める。

　別記第１７２号様式の３の見出し中「第１８１条の３」の右に

「第１項，第２項，第５項」を加える。

　別記第１９９号様式中「平成」を削る。

　別記第２００号様式中

「
　　　　　　　　　　を「何年何月何日執行」に，
　　　　　　　　　」

平
成

「

」

政
治
団
体
名

「

」

政
治
団
体
の
名
称

「

」

平成何年何月何日

執行

５ ３ １

何選挙ポスター
掲示場
広島市何区選挙
管理委員会

６ ４ ２ （予備区画）
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　　　を　　　に改める。

　　附　則

　この規程は，告示の日から施行する。

広島市教育委員会告示第１７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ １ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和３年７月２７日（火）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　令和４年広島市成人祭の開催方法等について（報告）

　　令和４年度から使用する広島市立中学校及び中等教育学校

（前期課程）用教科用図書（社会（歴史的分野））採択の基

本方針について（議案）

　　広島市教科用図書採択審議会への諮問について（議案）

　【非公開予定議題】

　　広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について

（議案）

　　教職員の人事について（議案）



広島市教育委員会告示第１８号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ０ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和３年８月２５日（水）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　令和４年度広島市立幼稚園の募集定員について（報告）

　【非公開予定議題】

　　令和４年度広島市立高等学校の入学定員について（報告）

　　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

　　令和３年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書につい

て（議案）

告
示
前
（
後
）

「

」

公
示
（
告
示
）
日
前
（
後
）

「

」

教育委員会告示



広島市教育委員会告示第１９号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ０ 日　

　広島市教育委員会議（臨時会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和３年８月２６日（木）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　令和４年度から使用する広島市立中学校用教科用図書（社

会（歴史的分野））の採択について（議案）

　　令和４年度から使用する広島市立中等教育学校（前期課 

程）用教科用図書（社会（歴史的分野））の採択について（議 

案）

　　令和４年度使用広島市立高等学校・中等教育学校（後期課

程）用教科用図書採択について（議案）

　　令和４年度使用広島市立広島特別支援学校及び広島市立

小・中学校（特別支援学級）用教科用図書の採択について 

（議案）



広島市教育委員会告示第２０号　

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ６ 日　

　広島市教育委員会公印規則（昭和２５年１２月１日広島市教育

委員会規則第４号）第８条第１項の規定に基づき，次の文書につ

いては，印影（電子計算機に記録したものを含む。）の印刷によ 

り，公印の押なつに代えることを承認したので，告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

文書名 印影を印刷する公印の名称

合格通知書 広島市立広島中等教育学校長印




